
H25.7.2 さいたま市地域自立支援協議会  資料 2

平成 25 年度地域自立支援協議会の 

審議事項（案） 

１ さいたま市における相談支援体制について 

２ 専門分科会の審議事項



・さいたま市における相談支援体制について

『障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整
備に関する法律』において、【相談支援の充実】として、相談支援体制の強化、支給決定プロセスの見直しが図られた。

平成２４年４月の障害者自立支援法の一部改正に伴い、計画相談支援が創設され、施行３年後の平成２６年度までに原則すべての障害福祉サービスを利用
する障害者に実施することとなった。

国の動向

平成２６年度までに全てのサービス利用者を対象とするためには、早急に本市の計画相談支援、ひいては、相談支援の提供体制を整備しなくてはならないが、
以下の検討課題が考えられる。
①市町村相談支援を担っている障害者生活支援センターを計画相談支援の提供体制の中でどのような位置づけにするか。
②如何にして、特定相談支援事業所を増やしていくか。
③現在、さいたま市内の計画相談支援は障害者生活支援センターが行っているため、一定の水準を確保できているが、今後、事業所を増やしていく中で、如何
に計画相談支援の質を担保していくか。

課題

【事業所】
事業者の不足・計画相談支援の質を担保しなくてはならないという観点等から、当面は、各区の障害者生活支援センターが個別支援計画を作成する中で、
支援を実施することとした。
【対象者】
さいたま市内の障害福祉サービスの支給決定者である約５，０００名となるが、平成２４年度については、新規の障害福祉サービスの申請者に対して計画
作成を求め、結果、約４００名が支給決定されたところであり、平成２５年度についても、引き続き、新規の障害福祉サービスの申請者のみを計画作成の
対象とし、支援を行っている。
【今後の見通し】
平成２５年７月現在、障害者生活支援センター以外の特定相談支援事業所は増えておらず、また、委託部分の市町村相談支援の業務量の増加や人員が増
加することなく新たに追加された計画相談支援の対応等により、既存の障害者生活支援センターの体制で対応することは極めて困難な状況であり、国が示
す平成２６年度までにすべての障害福祉サービスを利用する障害者に計画相談支援を実施する見通しが立っていない。

計画相談支援とは「サービス等利用支援」及び「継続サービス利用支援」の２つの支援を指す。
・ 「サービス等利用支援」とは障害福祉サービスの支給決定・変更の前に、サービス等利用計画（案）を作成、支給決定・変更後にサービス事業者等との連絡調
整、サービス等利用計画の作成を行うこと。
・障害福祉サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直しを行う（モニタリング）。また、サービス事業者等との連絡調整、支給決定・変更に係る申請の勧奨
を行う。

計画相談支援とは

さいたま市の現状



平成２５年度地域自立支援協議会専門分科会の審議事項（案） 

■ 地域生活支援部会 

障害者の地域移行を進める地域相談支援・地域定着支援に係る課題や各関係

機関の役割を整理するとともに、社会資源の開発や来年度以降の施策の形成に

ついて検討を行います。 

【開催日程（予定）】 

・第１回 １０月１日 

・第２回 １月下旬 

【委員名簿】 

選出分野 所 属  及 び  職 名 氏   名

福祉事業従事者 中央区障害者生活支援センター来夢 代表 大須田 潤子

福祉事業従事者 埼玉精神神経センター医療福祉相談室 小川 ちか子

市職員 岩槻区役所支援課 課長補佐 金井 利夫

市職員 保健所精神保健課 相談・支援第 1係長 清水 雅子

学識経験者 こうぬまクリニック院長 (医師)  鈴木 仁史

市職員 こころの健康センター主査（精神保健福祉士） 山川 敬子

福祉事業従事者 大宮厚生病院地域移行推進室長 名取 美津代

学識経験者 浦和神経サナトリウム院長補佐（医師） 西村 秋生

福祉事業従事者 見沼区障害者生活支援センターやどかり 代表 三石 麻友美

学識経験者 国立大学法人埼玉大学教育学部 准教授 ※ 宗澤 忠雄

市職員 西区役所支援課 障害福祉係長 矢作 陽子

※ 部会長 



■ 障害者虐待対策部会 

誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例、障害者虐待防

止法に基づいた本市における虐待対応事例等に関する検討から導き出された課

題を元に、来年度以降の施策の形成について審議します。 

また、障害者相談支援指針（虐待対応指針）の実効性を高めるため、関係職

員等を対象とした障害者の権利擁護に資する研修等について検討を行います。 

【開催日程（予定）】 

・第１回  １０月上旬 

・第２回  １月下旬 

【委員名簿】 

選出分野 所 属  及 び  職 名 氏   名

福祉事業従事者
桜区障害者生活支援センターさくらとぴあ

権利擁護支援員
奥田 正教 

市職員 こころの健康センター 主幹（臨床心理士） 於保 明子 

市職員 浦和区役所支援課 障害福祉係長 杉井 伊豆美

福祉事業従事者 社会福祉法人ささの会 障害者支援施設どうかん 長岡 洋行 

市職員 緑区役所支援課 課長補佐 長澤 実 

市職員 障害者総合支援センター所長 永島 淳 

福祉事業従事者 緑区障害者生活支援センターむつみ 代表 服部 純乃 

福祉事業従事者
中央区障害者生活支援センター来夢

権利擁護支援員
古澤 潔 

福祉事業従事者 高齢・障害者権利擁護センター 係長 向山 晴美 

学識経験者 国立大学法人埼玉大学教育学部 准教授 ※ 宗澤 忠雄 

※ 部会長 


